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Ⅰ 政務活動費の概要                                   

 

１ 制度の目的  

地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり、

地方議員の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法によって、政務活動費の交付

制度が設けられました。本町においても「東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例」

を制定し、以下政務活動費の交付制度が設けられました。 

 

２ 政務活動費とは  

政務活動費は、地方自治法第１００条第１４項から第１６項まで及び東郷町議会における政 

務活動費の交付に関する条例（平成２４年東郷町条例第 1 号。以下「条例」という。）の規定

に基づき、東郷町議会の議員（以下「議員」という。）が、単に議会の本会議や委員会に出席

し、町政に関する質問や議案の審議を行うといった議会活動にとどまらず、以下のような様々

な活動を行うために、必要な経費の一部として交付されるものです。 

⑴ 町政の課題等議会で審議する案件について行う調査研究及び情報収集のための活動 

⑵ 地域住民からの町政に関する要望及び意見の聴取並びに地域住民との意見交換のために

行う活動 

⑶ 議会活動、町政に関する政策等を住民に対し広報するための活動 

⑷ 住民相談等の活動 

 

３ 制度の経緯  

平成１２年５月に政務調査費の制度化等を内容とする「地方自治法の一部を改正する法律」

が成立し、平成１３年４月に施行されました。本町議会においては、住民を代表する議員にお

いても地方分権の趣旨に沿い、調査研究する必要性が高まっているとの認識から、平成２４年

度から制度を導入することとしました。平成２５年３月１日から地方自治法の一部を改正する

法律が施行されることに伴い、政務調査費の名称が「政務活動費」となり、政務活動費を充て

ることができる経費の範囲は、条例で定めることとなったため、「会議費」の項目を追加する

こととしました。なお、制度導入に当たり関係する法令等は、以下のとおりです。 

⑴ 地方自治法（第１００条第１４項から第１６項まで） 

⑵ 東郷町議会政務活動費の交付に関する条例 

⑶ 東郷町議会政務活動費の交付に関する規則（以下「規則」という。） 

 

４ 政務活動費交付の概要 

交付対象 議員の職にある者（条例第２条） 

交付額  年額 12 万円（条例第３条第１項） 

交付方法 一括交付 (条例第３条第２項) 

使途基準等 ⑴ 使途基準に従い使用しなければならない。（条例第７条） 
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⑵ 使途制限 (条例第 8 条) 

収支報告書 

事業実績報告書 

会計帳簿類 

領収書等 

支払証明書 

訂正報告書 

 

⑴ 収支報告書、事業実績報告書、会計帳簿類、領収書等の写し及び支払

証明書を、書面で当該年度末日までに議長に提出しなければならない。

（条例第９条第１項） 

［運用］：4 月から 2 月末までの政務活動費の支出については、執行した日

の属する月の翌月の 20 日までに提出(入力)し、3 月末までのもの

がある場合は、追加修正し（収支報告書等の差し替え）3 月末ま

でに議長承認のうえ提出するものとする。 

⑵ 議員は、辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくな

った日の属する月（任期満了により議員でなくなった場合は、任期が満

了する日の属する月の前月）までの、⑴の書類を議員でなくなった日の

属する月の末日の翌日から起算して 20 日以内（当該議員でなくなった

日の属する月が３月の場合は、末日まで）に議長に提出しなければなら

ない。（条例第９条第２項） 

⑶ ⑴又は⑵により提出された書類について訂正するときは、当該訂正に

係る報告書を議長に提出するとともに、⑴又は⑵で提出した書類の訂正

箇所についても押印して訂正しなければならない。（条例第９条第４項、

規則第６条第６項） 

調査 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、収支報告書、事業実績

報告書、会計帳簿類、領収書等の写し、支払証明書及び訂正報告書（以下

この表において「収支報告書等」という。）が提出されたときは、必要な調

査を行い、使途の透明性の確保に努めるものとする。（条例第 10 条） 

返還 ⑴ 交付を受けた政務活動費に残余がある場合は、速やかに返還しなけれ

ばならない。（条例第１１条第１項） 

⑵ 年度の途中で辞職等により議員でなくなった場合は、既に交付を受け

た政務活動費に残余があるときは、返還しなければならない。 (条例第

11 条第２項) 

収支報告書等の

保存 

⑴ 議長は、収支報告書等を提出期限の翌日から、５年を経過する日が属

する年度の末日まで保存しなければならない。（条例第 12 条第１項） 

⑵ 議員は、収支報告書に添付した領収書等の写しの原本を、当該収支報

告書の提出の期限の翌日から起算して５年を経過する日の属する年度

の末日まで保存しなければならない。（規則第７条） 

収支報告書等の

閲覧 

⑴ 何人も、議長に対し収支報告書等の閲覧を請求することができる。（条

例第 12 条第２項） 

⑵ 議長は、収支報告書等に記載されている情報について、東郷町情報公

開条例第７条各号に規定する不開示情報を除き閲覧に供するものとす 

る。（条例第 12 条第３項） 
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Ⅱ 政務活動費の使途基準等                               

 

１ 基本原則  

この使途基準等は、条例第７条第１項及び第２項の規定に基づき定めるものであり、議員は、 

同条第３項の規定により政務活動費の使用に当たっては、この使途基準等に従わなければなら 

ない。 

 

⑴ 支出に当たっての原則 

政務活動費の支出に当たっては、次に掲げる項目に留意の上、議員一人ひとりの責任にお 

いて、適切に取り扱うものとします。 

ア 町政に関する調査研究その他の活動（以下「政務活動という。」）が目的であること。 

イ 政務活動に必要性があること。 

ウ 政務活動に要した経費が社会通念上相当と認められる範囲であり、地方議員としてのコ

ンプライアンスを遵守したものであること。 

エ 適正な手続が行われていること。 

オ 支出についての説明ができるよう書類等が整備されており、その説明責任が果たせる内

容であること。 

 

⑵ 実費弁済の原則 

議員が行う政務活動は、議員の自発的な意思に基づいて行われるものであることから、政

務活動費は、社会通念上妥当と考えられる範囲のものであることを前提とした上で、議員が

行う政務活動に要した費用の実費に充当（実費弁済）することが原則です。 

 

⑶ 按分による支出 

政務活動とその他の議員活動は理論的には区分できますが、実際の活動においては、一つ

の活動が政務活動とその他の議員活動の両面を有し渾然一体となっていることが多く、これ

らを整然と峻別することが困難であることが多いと考えられます。このような場合における

政務活動費については、実績を考慮して按分するものとします。 

政務活動とその他の議員活動との明確な分割が困難な場合は、按分により政務活動に要し 

た経費部分を算定して政務活動費から支出することとしてください。 

（基本的な按分率） 

 

政務活動（Ａ％）  

政務活動（Ａ％）＋その他の議員活動（Ｂ％） 
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２ 使途基準等 

⑴ 政務活動費の項目ごとの使途基準 (条例第７条第 1 項及び第 2 項) 

 

項   目 調査研究費 

内   容 議員が行う町の事務及び地方行政に関する調査研究並びに調査委託に要す

る経費（調査委託費、旅費等） 

具体的事例 〇 交通費・宿泊費 

・国内における先進事例、情報収集のための視察、調査 

・町民からの要望に関する現地調査 

〇 印刷費 

・上記活動等の調査報告書の作成 

〇 調査委託費 

・民間調査機関等への調査委託 

申し合わせ 

事   項 

１ 行政視察・調査は、国内に限る。 

２ 行政視察を実施しようとする際には実施日の 2 週間前までに（別紙<参考

＞様式第１）の「行政等への視察届出書（変更届出書）」に行程表を添付して

議長に提出する。 

3 交通費は調査・視察先への所要時間及び経費を考慮し、合理的な交通機関 

を利用する。 

4 やむなくレンタカーを借りる場合、原則燃料代は満タン精算方式ではなく、 

距離計算での燃料費精算方法を選択すること。なお、修繕費は対象としない。 

ただし、レンタカーの保険代は対象とする。 

5 有料道路を利用する場合は、調査、視察先への所要時間及び経費を考慮す

る。 

6 視察中において施設入場料、駐車料等必要不可欠な経費があるときは対象

とする。 

7 行政視察を実施した後は議長に一月以内に（別紙<参考＞様式第２）の「行

政等視察報告書」を提出する。ただし、一月以内が翌月 20 日を経過する場合

は翌月 20 日までとし、一月以内が翌年度の 4 月 20 日を経過する場合は執行

した日の属する年度の末日までとする。また、レンタカー等を使用する場合

は、領収書に走行距離、精算燃料費等が記載された領収書を入手し、各報告書

及び領収証添付票で具体的内容が判るようにして報告する。 

8 行政視察・調査を実施する場合、同様の項目であればできる限り時期を調

整してまとめて実施する。 

9 行政視察の日数の制限はしないが、1 日につき 1 施設以上とする。 

10 宿泊費は東郷町職員の旅費に関する条例に基づく「宿泊費 13,100 円」を

上限とし、実際の支出額を対象とする。 
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11 視察先への手土産、日当及びキャンセル料は対象としない。 

12 調査研究への参加費、資料代は対象とするが、年会費は対象としない。 

13 調査研究前後の研修については対象とすることができる。ただし、セミナ

ー、フォーラム等研修会への参加費は、｢研修費｣の科目で整理する。 

14 印刷にて使用したインク代、トナー代は他の項目 (会議費、広報広聴費で

発生したインク代、トナー代と合算)と一括精算し資料作成費で精算するも

のとする。 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 

(毎月の報告

時に提出、あ

る い は 更 新

するもの) 

<参考＞様式第 1  行政等への視察届出書（変更届出書） 

<参考＞様式第 2  行政等視察報告書  

<規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 8  旅費精算内訳書 

<規則＞様式第 10  領収書添付票  

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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項   目 研修費 

内   容 団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費（参加費、旅

費等） 

具体的事例 〇 参加費等 

・研修会等への参加費、資料代 

〇 交通費・宿泊費 

・研修会参加のための交通費、宿泊費 

〇 講師謝礼等 

・研修の際の講師に支払う謝礼等 

申し合わせ 

事   項 

1 地方自治、行政に係わるテーマとして実施される研修会、研究会に参加す 

る場合、参加費、宿泊費及び旅費を対象とする。なお、政党、政治団体、国会

議員等が主催又は後援する研修会、研究会に参加する場合は対象としない。 

2 研修・講演会等への参加をしようとする際には実施日の 2 週間前までに（別 

紙<参考＞様式第３）の「研修会・講演会等参加届出書（変更届出書）」に行 

程表を添付して議長に提出する。 

3 やむなくレンタカーを借りる場合、原則燃料代は満タン精算方式ではなく、

距離計算での燃料費精算方法を選択すること。なお、修繕費は対象としない。   

ただし、レンタカーの保険代は対象とする。 

4 研修等を実施した後は議長に一月以内に（別紙<参考＞様式第４）の｢研修

会・講演会等参加報告書｣を提出する。ただし、一月以内が翌月 20 日または

翌年度の 4 月 20 日を経過する場合は 20 日までとする。また、レンタカー等

を使用した場合は、領収書に走行距離、精算燃料費等が記載された領収書を入

手し、各報告書及び領収書添付票で具体的内容が判るようにして報告する。 

5 研修への参加費、資料代は対象とするが年会費は対象としない。 

6 研修前後の調査研究については対象とすることができる。ただし、調査研

究にかかる費用は、｢調査研究費｣の科目で整理する。 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 

(毎月の報告

時に提出、あ

る い は 更 新

するもの) 

<参考＞様式第３  研修会・講演会等参加届出書（変更届出書） 

<参考＞様式第４  研修会・講演会等参加報告書 

<規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 8  旅費精算内訳書 

<規則＞様式第 10  領収書添付票 

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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項   目 広報・広聴費 

内   容 議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費 

（広報紙や報告書等印刷費、送料等） 

・議員が行う町政の調査及び研究の活動、議会における活動並びに町政に関

する政策等について、住民に報告し及び啓発するために要する経費 

（広報紙、政策を PR するリ－フレット等の作成発行、原稿料、編集企画費、

コピ－代、印刷製本費等） 

・住民からの町政等に対する要望、意見書等を議員が聴取するために要する

経費（町政報告会の開催、地域住民との意見交換会の開催等）、（講師謝礼

（交通費、宿泊費）、会場機器等借上料、看板作成委託料、資料印刷代等） 

・議員が行う要請又は陳情の活動、住民相談等に要する経費（資料印刷費、交

通費、宿泊費等） 

具体的事例 〇 広報紙・報告書・リーフレット等の印刷代 

・議会報告、町政だより等の印刷代 

〇 原稿料 

・編集企画費・コピ－代・印刷製本費等 

〇 写真代 

・写真のプリント料 

〇 送料 

  ・郵送、及び宅配便等が対象で、個人による役務への支払いは不可 

〇 講師謝礼 

〇 交通費 

〇 宿泊費 

申し合わせ 

事   項 

1 議員が議会活動を広報する際に係る経費は認めるが、広報紙に政党活動に 

係わる記事や名称及び企業等の宣伝を掲載した場合は経費としない。（議員後

援会が発行の広報は対象としない。） 

2 議会広報紙は対象とするが、政務活動費を使って議会広報紙を作っている 

ことを明記すること。 

（記載例「本広報紙の発行に政務活動費の一部を使用しています」） 

3 送料は対象とするが新聞等への折込み代はその対象としない。なお送料に 

ついては、送付した文書の写しを提出する。 

4 印刷費に関しては、送付した文書の写しを提出して何枚作製配布したか明 

記すること。 

5 名刺代は対象としない。 

6 インターネットの接続費用のように、議員に関わらず、誰もが利用してい 

る経費は政務活動費の対象としない。 

7 ホームページの作成委託費は対象としない。 
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8 議会広報紙を作成したときは、発行の都度、議会事務局に提出する。  

9 印刷にて使用したインク代、トナー代は他の項目 (調査研究費、会議費で発 

生したインク代、トナー代と合算)と一括精算し資料作成費で精算するものと

する。 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 <規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 8  旅費精算内訳書 

<規則＞様式第 10   領収書添付票 

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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項   目 会議費 

内   容 議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要す

る経費（会場費・機材借上費、資料印刷費等） 

・議員が行う各種会議に要する経費（会場費、機材借上費、資料印刷費、講

師謝礼、交通費等）で広報・広聴目的や住民相談等に要する経費ではない

もの 

・団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費

（交通費、宿泊費、会議参加費等） 

具体的事例 〇 会場代、機材借上代 

・議員の行う各種会議に使用する会場代等 

〇 資料印刷代 

・ポスター、チラシ、配布資料等作成代 

〇 講師謝礼 

〇 交通費 

〇 会議参加費 

申し合わせ 

事   項 

1 会議費における支払日と実施日が年度をまたぐものについては対象としな 

い。 

2 印刷にて使用したインク代、トナー代は他の項目 (調査研究費、広報広聴費 

で発生したインク代、トナー代と合算)と一括精算し資料作成費で精算するも 

のとする。 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 <規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 8  旅費精算内訳書 

<規則＞様式第 10  領収書添付票 

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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項   目 資料作成費 

内   容 議員が行う町政の調査及び研究のために必要な資料の作成に要する経費 

 （印刷製本費等） 

具体的事例 〇 議会審議参考資料の作成、要望書の作成等 

（コピー代、印刷代、印刷製本費、原稿料、写真代、パネル作成費、資料作

成委託料、筆耕翻訳料等） 

〇 行政から送付されたデータを資料として作成（プリントアウト） 

〇 版元より複製許可を取得している Web 上のデジタルコンテンツやデジタ 

ルデータ等の印刷代 

申し合わせ 

事   項 

上記、具体的事例のうち、個人で印刷する際に発生する印刷代 (インク代、

トナー代)については、他項目での※1 各種資料印刷 (調査研究費、会議費、広

報・広聴費等で使用する資料の印刷)のために発生する費用とその経費を明確

に按分することが不可能であることから、一括精算可能として本資料作成費の

中で精算するものとする。 

なお、その際のインク代、トナー代の上限額は年間で 10,000 円とする 

 ※金額は別途検討 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 <規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 10  領収書添付票 

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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項   目 資料購入費 

内   容 議員が行う町政の調査及び研究のために必要な図書、資料等の購入に要する

経費（書籍購入費等） 

具体的事例 〇 専門図書、法規集、地図等の購入 

（書籍購入費（電子媒体含む）、追録代等） 

（書籍、CD-ROM、DVD、USB、オンライン等での閲覧料等の購入） 

〇 定期購読料（雑誌、メルマガ等） 

〇 定期刊行物の購読料 

申し合わせ 

事   項 

1 書籍、雑誌、メルマガ等の購入・購読費用等については、娯楽性の高いもの 

については対象としない。 

2 書籍、CD-ROM、DVD、USB での電子媒体や、オンライン等で提供され 

る資料資材も対象とする。 

（CD-ROM、DVD、USB は資料が入って販売しているものを対象とする） 

3 定期刊行物は、当該年度内に刊行され、代金を支払った刊行物を対象とす 

る。４月号が旧年度 3 月に納品されていれば、旧年度分とする。年度を超え 

て支払った刊行物は対象としない 

 

※精算報告においては議会関係者のみならず、第三者(町民等)が見ても分かりやすく使用し

た経費の内容を具体的に記載することを遵守すること。 

様   式 <規則＞様式第 7  政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

<規則＞様式第 10  領収書添付票 

※領収書を徴し難かった場合は、「様式第 11 領収書を徴し難かった支出の明

細書」を提出すること。 
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⑵ 政務活動費からの支出に適さない経費 

政務活動費の支出に当たっての原則に基づき、その支出に適さないと考えられる主な経費

を参考までに例示しました。 

なお、下記の事例項目であっても、政務活動に資する内容が含まれている場合で、その内

訳が明確に説明できるものについては、政務活動費としての充当は可能です。 

ア 慶弔費、見舞金等の交際のための経費  

・慶弔餞別費等 

・冠婚葬祭への出席に要する経費 

葬儀、祝賀会、結婚式、祭り等 

・宗教活動 

檀家総代会、宮参り等 

イ 政党の機関紙印刷のための経費  

・政党広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送経費 

ウ 党費その他政党活動のための経費  

・党費及び党大会の賛助金、参加費、参加旅費等 

・政党活動に伴う党大会費、党費、党大会賛助金等 

エ 概ね個人の使用と見なされる備品及び消耗品を購入・維持するための経費 

・ただし議員の説明責任において、その使用の妥当性が認められるものを除く 

オ その他、政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が定める経費  

・選挙活動への支出 

選挙運動及び選挙活動に要する経費 

各種選挙時の各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成等 

・後援会活動経費への支出 

後援会活動に要する経費、後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送経  

    費 

・私的活動費への支出 

議員個人の私的用務等による旅行、親睦会、レクリエーション等に要する経費 

その他私的な目的のために使用する経費 

・その他支出に適さない経費 

挨拶、会食やテープカットのみの行事への出席 

ＪＡ、商工会などの総会の挨拶だけの出席 

町内会、老人クラブ、商工会などの新年会の会食だけの出席 

公共施設等の起工式、竣工式の出席 

飲食を主目的とする懇談会 

議員が他の団体の役職を兼ねている場合、その団体の理事会、役員会や総会への出席 

通信運搬に要する経費 (電話代、インターネット接続料） 
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・会費として支出するに適さない経費 

団体の活動自体が政務活動に寄与しない場合、その団体に対して納める会費 

私的な資格で加入している団体などに対する会費等 

町内会費、ＰＴＡ会費、スポーツクラブ会費、商工会費、同窓会費、老人クラブ会費・ 

ライオンズクラブ・ロータリークラブの会費等 

議会内の親睦団体の会費 

他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費 

宗教団体の会費 

冠婚葬祭の会費（結婚式の会費、祝賀会の会費、祭りの経費負担） 

親睦又は飲食を目的とする会合の会費 

・法令等の制限に抵触する経費 

公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食その他、法令等の制限に抵触す 

る経費 

 

３ 使途基準等の見直しについて  

この政務活動費に関する指針は、必要に応じ議会運営委員会の審議の上、議長が見直すもの 

とする。 

 

Ⅲ 収支報告書等の提出等                                

１ 収支報告書等の提出 

政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収支報告書及び事業実績報告書並びに

会計帳簿類を、年度の末日までに議長に提出しなければなりません。 

（条例第９条第１項）〔運用の説明：Ⅰ．４政務活動費交付の概要、Ⅲ．４収支報告書及び事   

業実績報告書等の提出期限〕 

なお、議員（議員であった者又はその相続人を含む。）は、年度の途中において、辞職、失 

職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった日の属する月（任期満了により議員で

なくなった場合は、任期が満了する日の属する月の前月）までの収支報告書、事業実績報告書

及び会計帳簿類を議員でなくなった日の属する月の末日の翌日から起算して２０日以内（当該

議員でなくなった日の属する月が３月の場合は、末日まで）に議長に提出しなければならない。

（条例第９条第２項） 

提出書類は、規則に規定する様式とします。 

⑴ 政務活動費収支報告書           様式第５（規則第６条第１項） 

⑵ 政務活動費事業実績報告書         様式第６（     〃        ） 

会計簿その他規則で定める書類（会計帳簿類)(内訳書規則第９条第１項） 

⑶ 政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 様式第７（規則第６条第 2 項） 

⑷ 旅費精算内訳書                          様式第８（規則第６条第 2 項） 
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⑸ 領収書添付票                           様式第 10 (規則第６条第 3 項) 

⑹  領収書を徴し難かった支出の明細書       様式第 11 (規則第６条第 4 項) 

 

２  収支報告書に添付を要する書類 

政務活動費による支払を行った事実を証するために領収書その他の書類（以下「領収書等」

という。）の写し又は支払証明書を提出してください。 

（条例第９条第３項） 

⑴  領収書等の写し 

領収書等（領収書、受領書、その他の書類）を「領収書添付票」の項目ごとに整理し、そ

の写しを提出してください。 

また、領収書等の原本は議員が、５年間保存してください。（規則第７条） 

＜領収書等と認められる書類＞ 

ア  領収書・受領書その他これらに類する書類で、支払額、支払内容、支払年月日、 

支払者及び支払相手方が明確であるものとします。 

但し、領収書等は、必ず議員名を相手方が記載したものであるものとします。 

イ  レシート等のように、支払者が明確でない書面も、領収書添付票に支払内容を記載 

することで支払を証明する書面となります。 

ウ  銀行の振込利用明細書等のように、支払内容が不明な書面も、領収書添付票に支払 

内容を記載することで支払を証明する書面となります。 

 

⑵  領収書を徴し難かった支出の明細書- 

支払をした事実を証すべき書類は領収書等を徴することが原則ですが、社会慣習その他の

事情により、領収書等の取得が困難なときは、「領収書を徴し難かった支出の明細書」を項

目ごとに作成し、領収書番号、支払月日、支払金額、事情（例運賃：地下鉄鶴舞線（赤池―

鶴舞）を記入してください。 

なお、提出に際しては、記名の上、原本を提出してください。 

（領収書を徴し難かった支出の明細書をもって領収書等の写し代えることができる経費の 

例） 

ア  自動券売機で購入した切符代 

イ  インターネット及びＥＴＣを利用したクレジットカード、電子マネーによる支出等、領

収書の取得が著しく困難なものの、支出が証明できる資料 (領収日は、当該年度に限る。）

を添付し、合理的な理由がある場合の経費 
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３ 作成上の留意事項 

⑴ 収支報告書 

ア 「収入」欄 

交付を受けた政務活動費の総額を記入してください。 

イ 「支出」欄 

項目ごとの支出額及び主な支出明細を記入してください。 

ウ 「主な支出明細」欄 

主な支出については、旅費精算内訳書、領収書を徴し難かった支出の明細書の記入を参 

考に分類の上記入してください。 

従って、「主な支出明細」欄の総額が「支出額」欄に合う必要はありません。 

エ 「合計」 

収入額と一致させる必要はありません。 

オ 「残額」欄 

収入額から支出額を控除し、残額を記入してください。残額がない場合は、必ず「０円」

と記入してください 

なお、残額がある場合は、その額を返還しなければなりません。 

⑵ 事業実績報告書 

「事業内容」欄 

実施した全ての事業について、具体的な内容、実施日を簡素に記入してください。 

政務活動の実施状況であるため、調査研究費、研修費、広報広聴費、会議費、資料作成費、 

資料購入費について記入してください。 

⑶ 政務活動費による活動報告並びに会計帳簿 

支出した月日順に記入し、「活動報告及び摘要」欄に、わかりやすく記入してください。 

⑷ 旅費精算内訳書 

ア  視察目的、視察先別に整理し、支出した月日順に記入してください。 

イ  提出に当たっては、支出項目ごとにまとめてください。 

⑸ 領収書添付票 

ア  項目ごとに分けて作成してください。また、領収書等は領収書添付票に貼り付けた上、

その写しを提出してください。 

なお、領収書等を複数添付する場合は、全ての領収書等が重ならないように注意して 

ください。 

イ  按分による支出がある場合 

政務活動に伴う経費とそれ以外の活動に伴う経費との按分が必要な場合は、領収書添付 

票に按分率及び按分による政務活動費の支出額を記入してください。 

ウ  按分による支出以外で政務活動費を経費の一部に充当した場合 

領収書添付票に政務活動費の支出額を記入してください。 
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⑹ 領収書を徴し難かった支出の明細書 

ア  領収書等の写しと同じく、項目ごとに分けて作成してください。 

イ  按分による支出がある場合 

政務活動に伴う経費とそれ以外の活動に伴う経費との按分が必要な場合には、領収書を 

徴し難かった支出の明細書「摘要」欄に按分率及び当該経費の総額を記入してください。 

ウ  按分による支出以外で政務活動費を経費の一部に充当した場合 

領収書を徴し難かった支出の明細書「摘要」欄に当該経費の総額を記入してください。 

 

４ 収支報告書及び事業実績報告書等の提出期限 

⑴ 通常の場合  

交付を受けた年度の末日までに収支報告書及び事業実績報告書等を議長に提出しなけれ

ばなりません。（条例第９条第１項） 

[運用：４月から２月末までの政務活動費の支出については、執行した日の属する月の翌月

の２０日までに提出し、３月末までのものがある場合は、追加修正し(収支報告書等の差し

替え)３月末までに議長承認のうえ提出するものとする。] 

⑵ 年度の途中において、辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場

合、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書及び事業実績報告書等を議員でなくな

った日の属する月の末日の翌日から起算して２０日以内（当該議員でなくなった日の属する

月が３月の場合は、末日まで）に議長に提出しなければなりません。（条例第９条第２項） 

⑶ 年度の途中において、任期満了により議員でなくなった場合. 

任期が満了する日の属する月の前月までの収支報告書及び事業実績報告書等を議員でな

くなった日の属する月の末日の翌日から起算して２０日以内（当該議員でなくなった日の属

する月が３月の場合は、末日まで）に議長に提出しなければなりません。（条例第９条第２

項） 

 

５ 収支報告書及び事業実績報告書等の訂正 

⑴ 議長に提出した収支報告書等を訂正するときは、議長に対し当該訂正に係る報告書（以下

「訂正報告書」という。）を提出してください。（条例第９条第４項、規則第６条第５項） 

⑵ 訂正報告書を提出した者は、既に提出している収支報告書等の訂正箇所についても押印し

て訂正しなければなりません。（規則第６条第６項） 
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６  調査 

議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、収支報告書、事業実績報告書、会計帳簿類、 

領収書等の写し、領収書を徴し難かった支出の明細書及び訂正報告書について必要な調査を行

います。（条例第１０条） 

 

７ 政務活動費の残余の返還 

⑴ 政務活動費の返還 

ア  議員は、その年度において交付を受けた政務活動費に残余がある場合は、速やかに返還 

しなければならない。（条例第１１条第１項） 

イ  議員は、年度の途中で辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった 

場合は、月額に議員でなくなった日の属する月の翌月から当該年度の３月（任期満了該当 

年度の場合、任期が満了する日の属する月の前月）までの月数を乗じて得た額を速やかに 

返還し、当該返還をしたうえでなお政務活動費の残余がある場合は、前項の規定を準用す 

る。（条例第１１条第２項） 

ウ  町長は、議員が次のいずれかに該当すると認めるときは、政務活動費の全額又は一部の 

返還を命ずることができる。（条例第１１条第３項） 

(ｱ)  政務活動費の使途が第７条又は第８条に違反するとき。 

(ｲ)  法令に違反したとき。 

(ｳ)  その他不正な方法により政務活動費の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

⑵ 返還の方法 

返還は、事務局から送付される「返納通知」により、通知書に記載の納期限までに東郷町 

指定の金融機関で納入してください。 

 

８ 書類の整理保存 

⑴ 議長は、各議員から提出された収支報告書等をその提出期限の翌日から起算して５年を経

過する日の属する年度の末日まで保存しなければなりません。 （条例１２条第１項） 

⑵ 議員は、議長に提出した収支報告書に添付した領収書等の写しの原本を、収支報告書等の

提出の期限の翌日から起算して５年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければ

なりません。（規則第７条） 
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Ⅳ 情報公開                                 

１ 収支報告書等の閲覧 

⑴ 閲覧の請求 

議長に提出された収支報告書等は、提出期限（訂正報告書にあっては、議長に提出された 

日）の翌日から起算して３０日を経過した日の翌日以降に、議長に対し閲覧を請求すること 

ができます。 

（条例第１２条第２項、規則第８条第１項及び第２項） 

⑵ 閲覧の方法 

議長が指定する閲覧場所において、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までの間、 

閲覧することができます。 

（規則第８条第３項） 

⑶ 不開示情報の取扱い 

閲覧を請求された収支報告書等に、東郷町情報公開条例第７条に該当する情報が記録され

る部分があるときは、その部分を除いて当該収支報告書等を複写したものを閲覧に供します。

（条例第１２条第３項） 

 

Ⅴ 附 則 （平成２４年３月２２日 制定）                  

この指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成２５年３月２２日 改正） 

１ この指針は、平成２５年３月２２日から施行する。 

２ この指針による改正後の政務活動費に関する指針の規定は、この指針の施行の日以後に

交付される政務活動費から適用し、この指針の施行の日前にこの指針による改正前の政務

調査費に関する指針の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成２９年３月２４日 改正） 

１ この指針は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この指針による改正後の政務活動費に関する指針の規定は、この指針の施行の日以後に

実施される政務活動費から適用し、この指針の施行の日前にこの指針による改正前の政務

活動費に関する指針の規定により実施された政務活動費については、なお従前の例による 

 

附 則  （令和４年３月２３日改正） 

１ この指針は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この指針による改正後の政務活動費に関する指針の規定は、この指針の施行の日以後に
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実施される政務活動費から適用し、この指針の施行の日前にこの指針による改正前の政務

活動費に関する指針の規定により実施された政務活動費については、なお従前の例による 


